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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可視光域の照明光の反射による被写体像と、被写体中の蛍光物質による蛍光像とを同時
に観察する場合の光源装置に使用される照明用開口絞りであって、
基材に環状にフィルタ領域が形成され、該フィルタ領域の内側に開口領域が形成され、フ
ィルタ領域が、被写体に蛍光を発光させる励起光の波長域の光を透過させ、かつ被写体像
を形成する可視光域の光の透過を低減又は遮断する照明用開口絞り。
【請求項２】
　励起光が赤外光である請求項１記載の照明用開口絞り。
【請求項３】
　開口絞りの全面に、前記蛍光の波長域の光の透過を遮断するフィルタ層が設けられてい
る請求項１又は２記載の照明用開口絞り。
【請求項４】
　可視光域の照明光の反射による被写体像と、被写体中の蛍光物質による蛍光像とを同時
に観察する場合の光源装置に使用される照明用開口絞りであって、
一部又は全部にフィルタ部が形成された絞り羽根部材を複数備え、複数の絞り羽根部材の
フィルタ部から形成されたフィルタ領域と該フィルタ領域の内側に位置する開口領域とを
有し、フィルタ領域が、被写体に蛍光を発光させる励起光の波長域の光を透過させ、かつ
被写体像を形成する可視光域の光の透過を低減又は遮断する照明用開口絞り。
【請求項５】
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　開口領域の面積が可変である請求項４記載の照明用開口絞り。
【請求項６】
　励起光が赤外光である請求項４又は５記載の照明用開口絞り。
【請求項７】
　フィルタ領域の径が、照明用開口絞りの取付位置における光源からの光路径よりも大き
く、フィルタ領域が光源からの光路を遮らない請求項４～６記載の照明用開口絞り。
【請求項８】
　照明光による被写体像と、被写体の観察部位からの蛍光像とを同時に観察する撮像装置
に使用される光源装置であって、白色光源と、請求項１～７のいずれかに記載の照明用開
口絞りを備えた光源装置。
【請求項９】
　内視鏡装置に使用される請求項８記載の光源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被写体の可視像を観察するための照明光と、被写体の蛍光像を観察するため
の励起光とを、適切な光量割合で被写体に同時に照射するための照明用開口絞りに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野において光線力学的診断法(ＰＤＤ)や光線力学的治療法(ＰＤＴ)が利用されて
いる。ＰＤＤは、励起光の照射により蛍光を発生する光感受性物質が腫瘍組織に特異的に
蓄積される性質を利用して、予め生体内に光感受性物質を投与し、それが発する蛍光によ
り腫瘍組織を観察する診断法であり、ＰＤＴは、光感受性物質の励起により生じる一重項
酸素を利用して腫瘍組織を破壊する治療法である。
【０００３】
　ＰＤＤやＰＤＴでは、手術室の無影灯等の強力な照明光下において、腫瘍組織内の光感
受性物質から発せられる蛍光を高精度に撮影し、観察可能とすることが求められるが、光
感受性物質から発せられる蛍光は照明光に比して極めて微弱であるため、蛍光像が照明光
による被写体像に埋もれてしまうという問題がある。
【０００４】
　一方、近年、生体内に光造影剤としてＩＣＧ（インドシアニングリーン）を投与し、励
起光の照射等によりＩＣＧを励起させ、ＩＣＧが発する近赤外の蛍光像を被写体像と共に
撮像し、観察することにより診断を行う方法が注目されている。ヘモグロビンは６００ｎ
ｍより短波長に吸収があり、水は９００ｎｍより長波長に吸収があり、他方、ＩＣＧの励
起波長やＩＣＧが発する蛍光の波長は、それぞれ、ヘモグロビンや水の吸収のない６００
～９００ｎｍの波長帯域にあるため、ＩＣＧを使用することにより、生体内部の観察も可
能になる。しかしながら、この方法においても蛍光像が被写体像に埋もれてしまうという
という問題がある。
【０００５】
　このような問題を解決するために、赤外領域の蛍光を含む被写体像をＲＧＢ成分に分解
し、再度それらを重畳してカラー画像を形成するにあたり、Ｒ成分が多くなるように分解
し、微弱な蛍光による観察部位を強調することが提案されている（特許文献１）。しかし
ながら、この方法では、赤外領域にある蛍光だけでなく、被写体像を形成するＲ成分の光
も同時に強調されるため、被写体像の中で蛍光を発する部位を精確に観察することが困難
となる。さらに、被写体像をＲＧＢ成分に分解するためのフィルタやその駆動機構が必要
となり、装置構成が複雑になることも問題となる。
【０００６】
　また、赤外光帯域の蛍光像と可視光帯域の被写体像とを同時に撮影する撮像装置におい
て、励起光をカットし、赤外光帯域の光と可視光帯域の光とを透過させて受光するにあた
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り、赤外光帯域と可視光帯域とで透過率が異なる光学フィルタを使用することにより赤外
光像と可視光像とのバランスをとることが提案されている（特許文献２）。しかしながら
、被写体像を形成する可視光帯域の光に対して蛍光像を形成する赤外光帯域の光が極めて
微弱な場合に、赤外光帯域の透過率と、可視光帯域の透過率とをバランスよく調整した光
学フィルタを得ることは難しい。
【０００７】
　一方、励起光波長とそれより長波長の蛍光波長の光を含む照明光を用いて被写体を照明
し、被写体中の観察部位が発する微弱な蛍光による観察像と被写体の反射光による被写体
像とを同時に観察する場合に使用する光源装置において、白色光源を使用し、蛍光波長以
上の波長域の照明光成分の強度を調整することにより、蛍光像と背景部との光量バランス
を調整することが提案されている（特許文献３）。しかしながら、この光源装置では蛍光
像と可視光帯域の被写体像との光量バランスを調整することができない。
【０００８】
　また、赤外光帯域の蛍光像と可視光帯域の被写体像とを観察する内視鏡装置において、
白色光源を使用する光源装置に、可視光透過フィルタと赤外光透過フィルタとを、円形を
２等分するように配置した帯域制限回転フィルタを設け、蛍光観察する場合と通常光観察
する場合とで使用するフィルタ領域を変えること、また、蛍光観察と通常光観察とを同時
に行う場合には、帯域制限回転フィルタを回転させ、それに同期させて受光側のＲＧＢ回
転フィルタを回転させることが提案されている（特許文献４）。しかしながら、この帯域
制限回転フィルタを用いても、被写体の蛍光像を形成するための励起光と、被写体像を形
成するための可視光帯域の光との光量の比率を変えることはできず、さらに、蛍光像と被
写体像を同時に観察するためには、光源装置の帯域制限回転フィルタと受光装置とＲＧＢ
フィルタとの同期が必要となり、装置構成が複雑になるという問題がある。
【０００９】
　なお、蛍光像を形成するための励起光と、被写体像を形成するための可視光帯域の光と
のバランスをとるために、照明光用の光源とは別個に赤外レーザ等の励起光用の光源を設
けることが知られているが、この場合にも装置構成が複雑になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００１－７８２０５号公報
【特許文献２】特開２００８－１８８１９６号公報
【特許文献３】特開２００８－２５９５９１号公報
【特許文献４】特開平１０－２０１７０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、上述のように、照明光の反射による可視光域の被写体像と、被写体中の蛍光
物質による微弱な蛍光像とを同時に観察する場合に、被写体像中に蛍光像が埋もれること
のないように、光源装置において、被写体像を形成する可視光域の光の光量と、蛍光像を
形成する赤外光域の励起光の光量とを簡便な方法で調整できるようにすることを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、被写体像を形成する照明光の波長域の光に対しては開口絞りとして機能
するが、蛍光像を形成する励起光の波長域の光は絞ることなく透過させる開口絞りを照明
光学系で用いることにより、上述の課題を解決できることを見出した。
【００１３】
　すなわち、本発明は第１の開口絞りとして、可視光域の照明光の反射による被写体像と
、被写体中の蛍光物質による蛍光像とを同時に観察する場合の光源装置に使用される照明
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用開口絞りであって、基材に環状にフィルタ領域が形成され、該フィルタ領域の内側に開
口領域が形成されている照明用開口絞りであって、フィルタ領域が、被写体に蛍光を発光
させる励起光の波長域の光を透過させ、かつ被写体像を形成する可視光域の光の透過を低
減又は遮断する照明用開口絞りを提供する。
【００１４】
　また、本発明は第２の開口絞りとして、可視光域の照明光の反射による被写体像と、被
写体中の蛍光物質による蛍光像とを同時に観察する場合の光源装置に使用される照明用開
口絞りであって、一部又は全部にフィルタ部が形成された絞り羽根部材を複数備え、複数
の絞り羽根部材のフィルタ部から形成されたフィルタ領域と該フィルタ領域の内側に位置
する開口領域とを有し、フィルタ領域が、被写体に蛍光を発光させる励起光の波長域の光
を透過させ、かつ被写体像を形成する可視光域の光の透過を低減又は遮断する照明用開口
絞りを提供する。
【００１５】
　さらに、本発明は、照明光による被写体像と、被写体の観察部位からの蛍光像とを同時
に観察する撮像装置に使用される光源装置であって、白色光源と、上述の照明用開口絞り
を備えた光源装置を提供し、特に、内視鏡に使用される光源装置を提供する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の第１、第２の照明用開口絞りによれば、被写体の観察部位に蛍光を発光させる
励起光の波長域の光を透過させ、かつ被写体像を形成する可視光域の光の透過を低減又は
遮断するフィルタ領域の内側に開口領域が形成されているので、フィルタ領域及び開口領
域を透過する励起光の波長域の光は絞られることなく、被写体像を形成する可視光域の光
のみが絞られる。このため、この開口絞りを光源装置に用いると、白色光源を使用する極
めて簡単な装置構成で、蛍光像の光量と被写体像の光量との比率を改善し、被写体像の中
に蛍光像が埋もれてしまうことを防止することができる。
【００１７】
　さらに、本発明の第２の照明用開口絞りによれば、開口領域の面積が可変であるため、
この開口絞りを光源装置に用いると、簡単な装置構成で、蛍光像と被写体像の光量バラン
スの調整をより適切に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明の実施例のドーナツ型開口絞り１００Ａの平面図及び断面図であ
る。
【図２】図２は、本発明の実施例のドーナツ型開口絞り１００Ｂの平面図及び断面図であ
る。
【図３】図３は、本発明の実施例のドーナツ型開口絞り１００Ｃの平面図及び断面図であ
る。
【図４】図４は、本発明の実施例のドーナツ型開口絞り１００Ｄの平面図及び断面図であ
る。
【図５】図５は、本発明の実施例のドーナツ型開口絞り１００Ｅを組み込んだレンズ系の
断面図である。
【図６】図６は、ドーナツ型開口絞り１００Ａを複数組み合わせた回転形開口絞り１５０
の平面図である。
【図７】図７は、本発明の実施例の２枚羽根型開口絞り２００Ａの作用を説明する平面図
及び断面図である。
【図８】図８は、本発明の実施例の２枚羽根型開口絞り２００Ａを構成する絞り羽根部材
２０Ａの平面図である。
【図９】図９は、本発明の実施例の２枚羽根型開口絞りを構成する絞り羽根部材２０Ｂの
平面図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施例の２枚羽根型開口絞りを構成する絞り羽根部材２０
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Ｃの平面図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施例の２枚羽根型開口絞り２００Ｂの平面図及び断面図
である。
【図１２】図１２は、本発明の実施例の２枚羽根型開口絞り２００Ｃの平面図及び断面図
である。
【図１３】図１３は、本発明の実施例の２枚羽根型開口絞り２００Ｄの平面図及び断面図
である。
【図１４】図１４は、本発明の実施例の光源装置３００Ａの概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明を詳細に説明する。なお、各図中、同一符号は、同一又は
同等の構成要素を表している。
【００２０】
　図１は、本発明の第１の照明用開口絞りの一実施例であるドーナツ型開口絞り１００Ａ
の平面図（同図（ａ））と、Ａ－Ａ断面図（同図（ｂ））である。このドーナツ型開口絞
り１００Ａは、環状のフィルタ領域１とフィルタ領域１の内側に形成された円形の開口領
域２とを有する平板状基材３と、平板状基材３の外周に嵌められた外枠４から形成されて
いる。より具体的には、フィルタ領域１は、透明な円形の平板状基材３の表面に環状に設
けられたフィルタ層１ａからなり、平板状基材３の中央部のフィルタ層非形成領域が開口
領域２となっている。
【００２１】
　この開口絞り１００Ａは照明光学系用に構成されており、フィルタ領域１は、被写体に
蛍光を発光させる励起光の波長域の光を実質的に減衰することなく透過し、かつ被写体像
を形成する可視光域の光を低減又は遮断する領域である。なお、被写体に蛍光を発光させ
る励起光の波長域と被写体像を形成する可視光の波長域とが重なる場合には、励起光の波
長域の光を実質的に減衰することなく透過し、かつ被写体像を形成する可視光域の光のう
ち励起光の波長域以外の光を低減又は遮断する領域である。
【００２２】
　また、開口領域２は、被写体に蛍光を発光させる励起光の波長域の光と被写体像を形成
する可視光域（例えば、波長４００～８００ｎｍ）の光を実質的に減衰することなく透過
する領域である。この開口領域２は、特定の波長域に対してフィルタ機能をもたない全光
透過領域としてもよい。なお、本実施例では開口領域２が円形の態様を示したが、本発明
において、開口領域２は種々の形状をとることができ、例えば、楕円形でも矩形でもよい
。
【００２３】
　ここで、フィルタ領域１の光の透過特性は、観察対象とする被写体、光感受性物質、光
造影剤等の種類や観察目的等に応じて適宜定めることができる。例えば、生体内にＩＣＧ
を蓄積させ、その蓄積部位を観察部位とし、ＩＣＧに励起光を照射することにより蛍光を
発光させ、その蛍光を観察する場合、ＩＣＧの励起波長のピークは８０５ｎｍであり、Ｉ
ＣＧの蛍光波長のピークは８４５ｎｍであるから、７５０～８１０ｎｍを励起波長域とし
、この励起波長域を含む白色光を光源とすることが好ましい。したがって、フィルタ領域
１では、７５０～８１０ｎｍの励起波長域の光は透過するが、それよりも短波長側の可視
光域の光は低減又は遮断されるようにする。
【００２４】
　なお、このようにドーナツ型開口絞り１００Ａの光の透過特性を設定すると、開口領域
２を蛍光波長域の光が通過するので、このドーナツ型開口絞り１００Ａの使用時には、８
１０ｎｍよりも長波長側の光を遮断する蛍光波長域カットフィルタを併用することが好ま
しい。あるいは、図２に示したドーナツ型開口絞り１００Ｂのように、平板状基材３の片
面に環状にフィルタ領域１を形成すると共に、平板状基材３の他面全面に８１０ｎｍより
も長波長側の光を遮断する蛍光波長域カットフィルタ層５を形成してもよい。
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【００２５】
　一方、ＰＤＤ法において光感受性物質としてヘマトポルフィリン誘導体（ＨｐＤ）を使
用する場合、４０５ｎｍをピーク波長とする励起光により、ＨｐＤを蓄積した腫瘍細胞は
ピーク波長６３０ｎｍと６９０ｎｍの蛍光を発する。そこで、励起光の波長域を３８５～
４２５ｎｍとし、観察する蛍光の波長域を６１０～７２０ｎｍに設定し、光源を、励起光
の波長域を含む白色光とすることが好ましい。したがって、フィルタ領域１としては、励
起光の波長域である３８５～４２５ｎｍの光を透過するが、この波長域よりも短波長側の
可視光や長波長側の可視光は遮断又は低減するものが好ましく、この励起光の波長域より
も短波長側及び長波長側の光を遮断するものがより好ましい。また、前述したＩＣＧによ
る観察像を取る場合に準じて、適宜、ドーナツ型開口絞りの使用時には蛍光波長域カット
フィルタを使用するか、又はドーナツ型開口絞りに蛍光波長域カットフィルタ層を設ける
ことが好ましい。
【００２６】
　フィルタ領域１の面積（Ｓ1）と開口領域２の面積（Ｓ2）との割合は、被写体の観察部
位からの蛍光による観察像が、照明光による被写体像中に埋もれることなく明瞭に観察で
きるようにするため、光源の強さや撮像装置の感度等に応じて適宜定める。
【００２７】
　フィルタ領域１を形成するフィルタ層１ａは、蒸着法やスパッタ法等の一般的な光学フ
ィルタ用の薄膜形成方法にしたがい、上述の光の透過特性を有するように平板状基材３に
形成することができる。
【００２８】
　平板状基材３としては、本実施例においては、透明な平行平面板を使用することが好ま
しく、例えば、青板ガラス、白板ガラス、光学ガラス、アクリル樹脂板等から形成するこ
とができる。平板状基材３の厚さは、平板状基材３の材質、フィルタ領域１の外径等に応
じて適宜定めることができる。
【００２９】
　本発明の開口絞りは種々の態様をとることができる。例えば、図３に示した開口絞り１
００Ｃのように、平板状基材３として、開口領域２が切り抜かれた環状の基板を使用して
もよい。あるいは、図４に示した開口絞り１００Ｄのように、色材が均一に分散した平板
状基材３を使用することによりフィルタ領域１を形成し、その平板状基材３自体を切り欠
くことにより開口領域２を形成してもよい。
【００３０】
　また、フィルタ領域１を形成するフィルタ層１ａは、平板状基材３に形成することに限
られない。フィルタ層１ａを形成する基材をレンズとし、その表面に形成してもよい。図
５の開口絞り１００Ｅは、光源６０が発した光を内視鏡用のライトガイドファイバー７０
に集光するコンデンサーレンズ３ｂの表面に、リング状にフィルタ層１ａを形成したもの
である。
【００３１】
　このようにレンズ面にフィルタ層１ａを形成することにより、独立の光学部材として基
材にフィルタ層を設けた開口絞りに比して、開口絞りが占めるスペースを省略することが
できる。なお、フィルタ層１ａを形成するレンズ３ｂとしては、従来の光源装置内のレン
ズ系で開口絞りが設置されている位置近傍のレンズとすることが好ましい。
【００３２】
　図６は、上述のドーナツ型開口絞り１００Ａと同様の開口絞りであって、フィルタ領域
１と開口領域２の面積比が異なるものを、円盤形基板６の回転中心６oの周りに複数配置
した回転形開口絞り１５０の平面図である。この回転形開口絞り１５０によれば、円盤形
基板６を矢印のように回転させることにより、フィルタ領域１と開口領域２が所望の比を
有するドーナツ型開口絞り１００Ａを容易に選択し、被写体を照明することができる。
【００３３】
　図７は、本発明の第２の開口絞りの一実施例である２枚羽根型開口絞り２００Ａの説明
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図であり、図８は、この２枚羽根型開口絞り２００Ａを構成する一対の絞り羽根部材２０
Ａの平面図である。
【００３４】
　絞り羽根部材２０Ａは、矩形の平板状基材２３の表面の左右片側にフィルタ層２１ａが
形成されたフィルタ部２１とフィルタ層２１ａの非形成領域である非フィルタ部２２を有
し、外枠２４に嵌められている。ここで、フィルタ層２１ａは非フィルタ部２２側がＶ字
型に凹んだ形状をしている。このフィルタ層２１ａは、前述のドーナツ型開口絞り１００
Ａのフィルタ層１ａと同様に、被写体に蛍光を発光させる励起光の波長域の光を実質的に
減衰することなく透過し、かつ被写体像を形成する可視光域の光を低減又は遮断する光の
透過特性を有するものであり、前述のドーナツ型開口絞り１００Ａのフィルタ層１ａと同
様に薄膜の蒸着等により形成される。また、矩形の平板状基材２３は、前述の開口絞り１
００Ａと同様に透明なガラス板、アクリル樹脂板等から形成される。
【００３５】
　図７に示した２枚羽根型開口絞り２００Ａは、一対の絞り羽根部材２０Ａを、双方の非
フィルタ部２１が重なり合うように組み合わせ、レール２５上に移動可能に取り付けたも
のである。この２枚羽根型開口絞り２００Ａによれば、一対の絞り羽根部材２０Ａの非フ
ィルタ部２２の重なり合った領域が、２枚羽根型開口絞り２００Ａの開口領域２となり、
被写体に蛍光を発光させる励起光の波長域の光と被写体像を形成する可視光域の光を透過
させる。また、この開口領域２を囲む一対のフィルタ部２１が、２枚羽根型開口絞り２０
０Ａのフィルタ領域１となり、被写体に蛍光を発光させる励起光の波長域の光の透過を透
過させ、かつ被写体像を形成する可視光の光を低減又は遮断する。
【００３６】
　したがって、この２枚羽根型開口絞り２００Ａによれば、開口領域２の面積が可変とな
り、例えば、図７（ａ）に示すように、開口領域２を最大にした状態と、同図（ｂ）に示
すように開口領域２を絞った状態と、同図（ｃ）に示すように開口領域２をさらに絞った
状態に、開口領域２の面積を連続的に変化させることができる。よって、被写体像を形成
する光と蛍光像を形成する励起光の光量のバランスの調整をより適切に行うことができる
。なお、図７において、開口領域２の周りの破線円形Ｘは、この２枚羽根型開口絞り２０
０Ａを光源装置などの光学系に取り付けた場合の取付位置での光源からの光路径を示して
いる。このように開口領域２の開閉の有無にかかわらず、フィルタ領域１の径を、２枚羽
根型開口絞り２００Ａの取付位置での光源からの光路径よりも大きくし、フィルタ領域１
が光源からの光路を遮らないようにすることが好ましい。これにより、光源に含まれる励
起光成分のロスを低減することができる。
【００３７】
　また、２枚羽根型開口絞り２００Ａにおいて、一対の絞り羽根部材２０Ａを双方の非フ
ィルタ部２２が重なり合うように組み合わせるにあたり、一対の絞り羽根部材２０Ａは、
これらの対向面が互いに接触しない限りで、できるだけ近接して配置することが望ましい
。
【００３８】
　絞り羽根部材２０Ａの駆動機構としては、開口領域２の中心ｐを中心にして左右対称に
一対の絞り羽根部材２０Ａが動くように、一対の絞り羽根部材２０Ａを公知の接続具で接
続することが好ましい。また、絞り羽根部材２０Ａの駆動源としては、手動でもよく、ス
テッピングモーター等を使用してもよい。
【００３９】
　本発明の開口絞りは、さらに種々の態様をとることができる。例えば、図８に示した絞
り羽根部材２０Ａおいて、フィルタ部２１のＶ字型の開きの角度θやＶ字型の深さｄは、
一対の非フィルタ部２２の重ね合わせにより開口領域２が形成される限り特に制限はない
。
【００４０】
　図８に示した絞り羽根部材２０Ａでは、フィルタ部２１は、その非フィルタ部２２側が
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Ｖ字型に凹んでいるが、一対の非フィルタ部２２の重ね合わせにより開口領域２を形成で
きる限り凹み形状自体には特に制限なく、図９に示す絞り羽根部材２０ＢのようにＶ字型
の凹みの先端部を半円形に凹ませることにより、開口領域２の面積を最も狭めた状態で、
開口領域２が円形になるようにしてもよい。また、図１０に示す絞り羽根部材２０Ｃのよ
うに、フィルタ部２１の非フィルタ部２２側を半楕円状等に凹ませても良い。
【００４１】
　図１１に示す２枚羽根型開口絞り２００Ｂのように、絞り羽根部材２０Ｄを形成する平
板状基材２３の平面形状自体を、フィルタ部２１と同様に凹みを有する形状としてもよく
、あるいは、図１２に示す２枚羽根型開口絞り２００Ｃのように、色材が均一に分散して
いることにより平板状基材２３自体がフィルタ層２１ａと同様の光透過特性を有する物を
使用し、それを凹みを有する形状に切り欠くことにより開口領域２を形成してもよい。
【００４２】
　また、本発明の前述の２枚羽根型開口絞りにおいては、前述のドーナツ型開口絞りと同
様に、図１３に示すように、必要に応じて、フィルタ層２１ａと反対側の平板状基板２３
に蛍光波長域カットフィルタ層５を設けてもよい。
【００４３】
　本発明の開口絞りは、さらに種々の態様をとることができる。例えば、フィルタ部と非
フィルタ部を有する絞り羽根部材を３枚以上組み合わせることにより、フィルタ領域と、
そのフィルタ領域の内側に位置する開口領域とが形成されるようにしてもよい。ただし、
フィルタ部の重なりが多いと、光源からの熱でフィルタ部が熱膨張してフィルタ部の重な
り部分に歪みが生じることにより照明ムラが生じることがあるが、このような照明ムラが
生じにくい点から、３枚以上の絞り羽根部材を有する開口絞りよりも２枚羽根型開口絞り
が好ましい。
【００４４】
　本発明の開口絞りは、照明光による被写体像と、被写体の観察部位からの蛍光像とを同
時に撮像する種々の撮像装置の光源装置に広く使用することができ、それにより、被写体
像に対して蛍光像が微弱になることを防止できる。
【００４５】
　図１４は、ＩＣＧを利用した公知の近赤外蛍光画像撮像内視鏡装置の光源装置３００Ａ
に本発明の２枚羽根型開口絞り２００Ａを組み込んだものの概略構成図である。この光源
装置３００Ａを取り付ける内視鏡装置は、生体を被写体として可視光による被写体像を撮
ると共に、生体組織に投与したＩＣＧが発する赤外光帯域の蛍光画像も同時に撮るもので
あり、特許文献４に記載の内視鏡装置や、ＰＣＴ／ＪＰ２００９／６７３５２に記載の内
視鏡装置と同様の構成とすることができる。好ましくはＰＣＴ／ＪＰ２００９／６７３５
２に記載の内視鏡装置のように、被写体の観察部位からの蛍光に対応する波長域の光を透
過し、かつ被写体像を形成する可視光域の透過を低減又は遮断する開口絞りをＣＣＤ等の
撮像素子の前面に備えた内視鏡装置を使用する。これにより、簡便な構成で被写体像に対
する蛍光像の強度の比率をより一層改善することができる。
【００４６】
　光源装置３００Ａは、ハロゲンランプ、キセノンランプ、ＬＥＤ等の白色光源６０、そ
の背後に設けられた凹面鏡６１、白色光源６０の前面に順次設けられた蛍光波長域カット
フィルタ６２、図７に示した２枚羽根型開口絞り２００Ａ、及びコンデンサーレンズ３ｂ
を有する。また、２枚羽根型開口絞り２００Ａとコンデンサーレンズ３ｂの間には、必要
に応じて、照明光の全体光量を絞る全光量絞り６３を設けることができる。
【００４７】
　この光源装置３００Ａによれば、２枚羽根型開口絞り２００Ａのフィルタ領域１と開口
領域２の比の調整により、励起光の光量と可視光域の光量が適切な比率の照明光を内視鏡
装置のライトガイドファイバー７０に送り込むことができる。
【００４８】
　なお、このような光源装置３００Ａにおいて、図７に示した２枚羽根型開口絞り２００
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Ａに代えて、前述の他の２枚羽根型開口絞り２００Ｂ～２００Ｄ、ドーナツ型開口絞り１
００Ａ～１００Ｅ、あるいは回転形開口絞り１５０等を設けても良い。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明の開口絞りは、ＩＣＧ等の蛍光試薬を利用した蛍光画像撮像装置、ＰＤＤ、ＰＤ
Ｔ等の医療分野の撮像装置の光源装置で有用であり、また、食品、各種材料の分析試験に
おいて蛍光画像を撮る場合の光源装置などにおいても有用である。
【符号の説明】
【００５０】
１　フィルタ領域
１ａ　フィルタ層
２　開口領域
３　平板状基材
３ｂ　コンデンサーレンズ
４　外枠
５　蛍光波長域カットフィルタ層
６　円盤形基板
２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃ、２０Ｄ、２０Ｅ、２０Ｆ　絞り羽根部材
２１　フィルタ部
２１ａ　フィルタ層
２２　非フィルタ部
２３　平板状基材
２４　外枠
２５　レール
５０　励起光カットフィルタ
６０　光源
６１　凹面鏡
６２　蛍光波長域カットフィルタ
６３　全光量絞り
７０　ライトガイドファイバー
１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄ、１００Ｅ　ドーナツ型開口絞り
１５０　　回転形開口絞り
２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ、２００Ｄ　２枚羽根型開口絞り
３００Ａ　光源装置
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摘要(译)

在平面基板3上形成用于在通过可见光区域中的照明光的反射和对象中的
荧光物质的荧光图像同时观察对象图像的情况下用于光源装置的照明孔
径光阑100A。过滤区域1具有形成在过滤区域1内部的开口区域2。滤光
区域1透射激发光的波长范围内的光，该光使得对象发射荧光，并且减少
或阻挡形成对象图像的可见光范围内的光的透射。照明孔径光阑200A设
置有多个光圈叶片构件20A，其中滤光器部分21部分或全部形成，并且
滤光器区域1由多个光圈叶片构件20A形成。可能会形成两个。结果，可
以提高由于照明光的反射引起的目标图像的光量与由于物体中的荧光物
质引起的弱荧光图像的比率。
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